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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
見
直
し
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
、
一
一
月
一
九
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
の
「
七
五
歳
で
切
る
の
で
す

か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
�
添
大
臣
は
、
「
県
を
単
位
に
や
る
。
保
険
者
が
一
緒
で
県
民
バ
ス
で
す
か
ら
、
当
然
区
別

し
な
い
」
と
答
弁
し
た
。
こ
の
答
弁
の
意
味
は
、
七
五
歳
で
区
切
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
か
。

二

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
、
一
一
月
一
九
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
の
「
七
五
歳
で
切
る
の
で
す

か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
�
添
大
臣
は
、
「
県
を
単
位
に
や
る
。
保
険
者
が
一
緒
で
県
民
バ
ス
で
す
か
ら
、
当
然
区
別

し
な
い
」
と
答
弁
し
た
。
こ
の
答
弁
の
意
味
は
、
年
齢
で
区
切
る
独
立
型
保
険
制
度
は
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
か
。

三

一
の
答
弁
の
意
味
は
、
財
政
も
七
五
歳
以
上
と
以
下
で
分
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

四

一
に
つ
い
て
、
「
県
を
単
位
に
や
る
。
保
険
者
が
一
緒
で
県
民
バ
ス
で
す
か
ら
、
当
然
区
別
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
七
五
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
現
行
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
独
自
の
保
険
証
は
廃
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

五

一
の
答
弁
に
お
い
て
、
「
県
を
単
位
に
や
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
の
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
各
都
道
府
県
広
域

連
合
は
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
も
し
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
な
ら
、
広
域
連
合
を
廃
止
す
る
か
否
か
を
い
つ
ま
で

に
決
め
る
の
か
。

一



六

全
国
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
、
資
格
証
明
書
を
発
行
す
る
基
準
は
ど
の
よ
う
な
基
準
か
。
す
で
に
基
準

が
決
ま
っ
て
い
る
広
域
連
合
が
あ
れ
ば
、
そ
の
基
準
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
四
七
都
道
府
県
の
広
域
連
合
が
基

準
を
決
め
る
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
。

七

資
格
証
明
書
を
発
行
す
る
基
準
が
各
都
道
府
県
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
。

八

普
通
徴
収
者
で
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
最
初
か
ら
一
切
払
っ
て
い
な
い
高
齢
者
に
つ
い
て
、
一
番
早
い
ケ
ー
ス
で

は
、
何
月
何
日
か
ら
資
格
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

九

政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
後
期
高
齢
者
に
資
格
証
明
書
を
発
行
さ
れ
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
と
考
え
る
か
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
と

考
え
る
か
。

十

も
し
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
資
格
証
明
書
を
発
行
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
理
由
に
受
診
抑
制
が
起
こ
り
、
高
齢
者
の
病

状
が
悪
化
し
た
り
、
最
悪
の
場
合
、
死
に
至
る
ケ
ー
ス
が
起
こ
る
可
能
性
は
あ
る
か
、
全
く
な
い
か
。

十
一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
を
一
年
を
目
途
に
検
討
し
、
新
し
い
制
度
に
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
改
正
法
案
は
い
つ
頃
、
国
会
に
提
出
す
る
の
か
。
ま
た
、
見
直
し
後
の
新
し
い
制
度
は
い
つ
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ

る
の
か
。
現
行
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
。

二



十
二

政
府
は
次
の
衆
議
院
解
散
・
総
選
挙
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
案
を
発
表
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


